
東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地の代替土地を取得した方へ

≪被災代替住宅用地に対する固定資産税の特例措置≫

１ 概要 

　東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地（被災住宅用地）の所有者が、当該被災住宅用地の

代替土地を平成３３年３月３１日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地相当

分について、取得後３年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。 

 ＊固定資産税においては、専ら人の居住の用に供する専用住宅などの敷地については、次の課税標準の 

　特例措置が講じられています。 

課税標準額
小規模住宅用地（２００㎡以下） 評価額の１／６
一般住宅用地 評価額の１／３

２ 特例対象土地 

（１）平成２３年３月１１日から平成３３年３月３１日までの間に取得した土地で、当該被災住宅用地

　　　に代わるものとして市長が認めるものであること。 

（２）取得後３年間の各年度の賦課期日においては、家屋又は構築物の用に供されていない土地（被災

　　　住宅用地の面積相当分）であること。（家屋や駐車場などに利用されていない土地） 

（３）被災住宅用地に係る住宅のり災証明における程度は、半壊以上とします。ただし、り災程度が不明 

　　　の場合は、写真等の証拠や現地調査などで判断します。 

３ 特例対象者 

（１）平成２３年１月１日における被災住宅用地の所有者 

　　　（当該土地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。） 

（２）（１）の者について相続があったときにおけるその者の相続人 

（３）（１）の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に（１）と同居する予定であると市 

　　　　長が認める者 

（４）（１）が法人の場合、合併法人又は分割承継法人 



４ 書類の提出 

（１）東日本大震災における代替資産に係る固定資産税の特例適用申告書 

（２）被災住宅が東日本大震災により滅失又は損壊した旨を証する書類 

　　　→　り災証明書（本市が証明したものは不要） 

（３）被災住宅用地が平成２３年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた旨を証する書類 

　　　→　平成２３年度固定資産課税台帳登録事項証明書、課税明細書、名寄帳など

　　　　（被災住宅用地が本市内の場合不要） 

（４）被災住宅用地及び代替土地の面積を証する書類 

　　　→　不動産登記事項証明書 

（５）相続人等に該当する旨を証する書類（３（２）（３）関係） 

　　　→　戸籍謄本 ※被災住宅用地所有者との関係が判るもの

（６）合併法人又は分割承継法人を確認する書類（３（４）関係） 

　　　→　法人の登記事項証明書 

５ 問い合わせ先 

　会津若松市財務部税務課土地グループ 

　０２４２－３９－１２２４（直通） 


